


【教育学専攻課程博士学位申請論文提出の要件ならびに専攻内審査について】 

 専攻の内規に従って審査がなされるので、指導教員ならびに専攻主任に確認して準備を進めること。内規の概要は次の通

りである。 

 

［論文審査を受ける学生の資格］ 

① 手続きが開始される年度の末日において所定の年限以上在籍し、所定の単位を取得した者、または取得見込みの者。 

［専攻内審査準備］ 

① 専攻主任を経由して専攻博士後期課程委員会に対し、専攻内審査準備申請を行う。 

② 専攻内審査準備申請は、随時行うことができる。 

③ 専攻内審査準備申請のための条件は、以下のすべてを満たすこと。 

⑴申請の時点で、博士学位申請論文のテーマに関連する論文が少なくとも２篇以上（うち、少なくとも１篇は査読付学

術雑誌であることが望ましい。）掲載されていること。 

⑵１外国語の能力についての証明。 

⑶指導教員による推薦書。 

④ 専攻内審査準備を認められた学生は、各学期ごとに指導教員に論文作成の進捗状況を文書で報告する。 

［専攻内審査］ 

① 指導教員は、学生の博士学位申請論文の原稿が整い、審査を行うことが適当であると判断したのち、専攻主任を経て専

攻博士後期課程委員会に対し専攻内審査委員会の設置を申請する。 

② 申請の期限は、７月10日と１月15日の年２回 

③ 学生は博士学位申請論文４部、博士学位申請論文の概要４部を専攻主任を経由して専攻博士後期課程委員会に提出す

る。部数については追加が求められることがある。 

④ 専攻内審査委員会は、博士学位申請論文として適切であるか否か、本審査に移行すべきか否かの審査を行う。 

⑤ 専攻内審査委員会は、審査の途中の段階で、論文報告会を本専攻教員・本専攻在籍学生に公開で開催する。 

⑥ 専攻内審査委員会は、必要な際は、学生に対し博士学位申請論文の加筆修正を求めることができ、加筆修正された論 

文に基づいて審査することがある。 

⑦ 審査の結果、本審査に移行することが適当であると認められた場合は、研究科としての審査に進むことになる。これ 

以降は、教務課の指示に従うこと。 

［専攻内審査の基準］ 

① 本審査への移行が適当であるとする際には、この基準をクリアしていることが最低限必要である。 

⑴課題の設定が明確であり、その研究意義を十分に示していること。 

⑵適切な研究方法を十分に検討し、用いていること。 

⑶先行研究を十分に検討していること。 

⑷論証が十分に精緻であること。 

⑸研究に十分な独創性があること。 

⑹研究でやり残したことについて自覚的であり、今後の研究の発展について示していること。 

 

 さらに研究科の基準として、上記の専攻内での審査基準に加えて、研究者として自立して研究活動を行うとともに、 

高度な専門職に必要な研究能力と資質、及びその基礎となる豊かな学職を有していることが求められる。 

 

附則 

 すでに博士後期課程を退学し、再入学により博士学位申請論文を提出しようとする者においては、これに準ずるものと 

する。 


